
東広島市長　○○　○○

18290132
平成30年度 東広島市防犯灯修繕

平成３０年 ２月２１日

平成３０年 ４月 １日から平成３１年 ３月２９日まで

入入札札公公告告
　次のとおり、条件付一般競争入札を実施するので、地方自治法施行令（昭和２２年政令第１６号）第１６７条の６の規定により公
告する。
　この入札公告に定めるもののほか、入札に関して必要な事項は、東広島市物品調達等及び委託役務条件付一般競争入札公告共通事
項及び同細則による。

１　　入札に付する事項

非公表

物品調達等及び委託役務

（１）　物品・委託役務の名称
（２）　物品・委託役務管理番号
（３）　物品委託役務内容
（４）　納入・履行期間
（５）　納入・履行（就業）場所
（６）　予定価格
（７）　最低制限価格
（８）　入札方式
（９）　入札区分
（10）　使用する契約約款
（11）　契約種別
（12）　収入印紙

なし

２　競争入札に参加する者に必要な資格に関する事項
　次に掲げる要件を全て満たしていること。
ア 平成29年1月1日～平成32年12月

31日までの東広島市物品役務等
競争入札参加資格として次の入
札参加資格認定区分の認定を受
けている者
法令等による登録等イ

技術者ウ

複数単価契約

問わないものとする。

修繕＞備品・施設<小規模>修繕 設備類

問わないものとする。

東広島市内一円

オ

エ

その他

※本店とは、法人にあっては登記されて
いる本店とし、個人事業者にあっては営
業活動の本拠を置いている場所とする。
※営業所とは、法人においてその所在す
る市（町）の法人市（町）民税の申告の
ある営業所とする。

カ 平成２９年４月１日付け「東広島市物品調達等及び委託役務条件付一般競争入札公告共通事項
」の２（1）のいずれにも該当しないこと。

住民等からの依頼に基づき発注者が指示する防犯灯の交換等を行うもの。

東広島市内に本店を有する者。営業所等所在地

要

一般競争入札

会社の履行実績

（１）入札書に記載する金額は、仕様書別表（契約単価）に定める履行区分ごとに見積もった契約希望単価の１０８分の１００に相
　　　当する１円以上の整数の額に、各履行区分に応じた発注予定数量を乗じて計算した額の合計（総額）とする。なお、入札金額
　　　の計算は落札候補者に提出を求める入札内訳書兼計算書によること。
（２）上記(1)の入札条件によらない場合は、その入札書を無効とする。
（３）契約単価は、消費税に係る課税事業者にあっては入札内訳書兼計算書に記載した単価とする。また、消費税に係る免税事業者
　　　にあっては入札内訳書兼計算書に記載した単価に、当該額の１００分の８に相当する額（その額に円単位未満の端数があると
　　　きは、その端数を切り捨てた額。）を加算した額とする。

３　その他の入札条件

修繕請負契約約款

問わないものとする。

紙入札

      



平成３０年 ３月１３日
午前１１時２０分

　総務部　危機管理課

４　日程等

公告日 　東広島市ホームページに掲載及び東広島市総務部契約課（契約担当課）で閲覧
に供する。
　閲覧場所は「６問い合わせ先（契約担当課）」に記載のとおり。

ア

イ 仕様書及び見本
等閲覧期間

手　続　き　等 期　間　・　期　日　等 場　　所　　・　　留　　意　　事　　項

　東広島市ホームページに掲載及び契約担当課で閲覧に供する。
　見本等の有無：

同等品確認期間ウ
(物品の買入れ及
び借入れに限る）

　同等品で応札する場合は、同等品規格確認票（東広島市物品調達等及び委託役
務競争契約入札心得（平成２１年東広島市告示第８３号。以下「入札心得」とい
う。）別記様式第２号（第４条関係））により発注担当課へ持参またはファック
スすること。ファックスする場合は、その旨を発注担当課へ事前に電話連絡する
こと。
　なお、同等品確認に対する認定のない同等品での応札は認めない。同等品規格
確認票の提出先は、「オ　質問書提出期間」に記載の発注担当課とする。

　質問書提出期間終了後の質問は受け付けない。
　質問書の様式は東広島市ホームページからダウンロードできる。

エ 同等品確認回答
閲覧期間

　東広島市ホームページに掲載及び発注担当課で閲覧に供する。

オ 質問書提出期間 　質問書は、本市所定の様式（東広島市物品調達等及び委託役務競争入札心得
（平成２１年東広島市告示第８３号）別記様式第１号（第４条関係））により発
注担当課へ持参またはファックスすること。ファックスする場合は、その旨を発
注担当課へ事前に電話連絡すること。　(午前 8時30分～午後 5時15分)

カ 回答書閲覧期間 　東広島市ホームページに掲載及び発注担当課で閲覧に供する。

キ 入札期間

(午前 8時30分～午後 5時15分)

入札場所
　東広島市総務部契約課（契約担当課）
　東広島市西条栄町８番２９号（本庁本館４階）　
　入札書は入札期間内に総務部契約課に持参して入札箱に投入すること。
　初度の入札書は、入札の権限を有している者が記名押印し、使用印鑑として本
市に届け出ている印鑑を押印すること。（ただし、入札書に記載した日付以前に
作成された委任状の同封・提出がある場合を除く。）
　特別の事由により郵便により入札書を提出しようとする者は、東広島市物品調
達等及び委託役務条件付一般競争入札公告共通事項細則に定めるところによるも
のであること。

ク 開札日時 開札場所
　入札室（東広島市西条栄町８番２９号　本庁本館４階）
　開札の結果、予定価格の制限の範囲内の価格をもって有効な入札がないときは
、開札日の翌日以降に再度の入札（１回目）を実施するものとする。再度の入札
（１回目）は、開札の立ち会いの有無に関わらず初度の入札参加者全員が参加で
きるものとする。
　再度の入札（１回目）を実施する日時、場所等の詳細は初度の入札に参加した
者に対してファックスにより通知を行う。
　再度の入札（１回目）の結果、予定価格の制限の範囲内での入札がなかったと
きは、直ちに入札会場で再度の入札（２回目）を行う。
　再度の入札は、２回目まで行う。

５　資格要件確認資料の提出
　本案件は、入札に参加する者に必要な資格を確認するために必要な資料（以下「資格要件確認資料」という。）の提出を求める。

（１）提出書類
書類の区分

ア 入札参加資格要件確認申請書
提出書類
（○印） 備考

入札参加資格要件総括表イ
誓約書ウ
配置予定技術者届出書エ
履行実績確認表オ
履行実績証明書（物品・委託役務）カ
法令等による登録等を確認するための資料キ
その他ク

様式は、東広島市ホームページからダウンロードできる。

○

（２）提出部数は、１部とし、提出した資格要件確認資料は、返却しない。
（３）提出期限　
（４）提出先　　「６　問い合わせ先（契約担当課）」のとおり。
（５）その他
　入札参加者は、資格要件確認資料を指定された提出期限までに提出できるよう事前に準備しておくこと。
　資格要件確認資料の作成及び提出に要する費用は、提出者の負担とする。
　資格要件の審査のために必要があると認めるときは、期限を定めて資格要件確認資料の補正や追加資料の提出を求めることがある。
　資格要件確認資料に虚偽の記載をした者に対しては、指名除外措置を行うことがある。

平成３０年 ２月２８日

平成３０年 ３月 ５日～
平成３０年 ３月１３日
平成３０年 ３月 ９日～
平成３０年 ３月１２日

　本案件は、落札候補者が平成３０年 ３月１４日　午後 ５時１５分までに資格要件確認資料を持参または郵送により提出しなけれ
ばならない。

入札内訳書兼計算書（本公告掲載のﾎｰﾑﾍﾟｰｼﾞからﾀﾞｳﾝﾛｰﾄﾞできる。）

平成３０年 ３月１４日　午後 ５時１５分

無

○

○

　東広島市西条栄町８番２９号（本庁本館３階）
　電話番号　082-420-0400 ／ファックス番号　082-422-4021

平成３０年 ２月２１日～

６　問い合わせ先（契約担当課）

平成３０年 ２月２１日

平成３０年 ２月２１日～
平成３０年 ３月１３日

　総務部契約課　物品役務係
　東広島市西条栄町８番２９号（本庁本館４階）　
　電話番号　　　　０８２－４２０－０９３０
　ファックス番号　０８２－４３１－００７７



平成３０年度東広島市防犯灯修繕 仕様書 

 

１ 業務名 

平成３０年度東広島市防犯灯修繕 

 

２ 履行場所 

  東広島市内一円 

 

３ 履行期間 

  平成３０年４月１日から平成３１年３月２９日まで 

 

４ 業務目的 

  発注者の保有する防犯灯を常時円滑良好な状態に保持することを目的とする。 

 

５ 業務内容 

（１）住民等からの依頼に基づき発注者が指示する防犯灯の交換等を行うもの。なお、作

業内容は別表（契約単価）のとおり類型化した履行区分一覧の中から発注者が適切な

組み合わせを選択して受注者に指示する。ただし、当該組み合わせの決定は事前に受

注者の同意を得て行う。 

（２）前項による指示内容のうち鋼管柱の新設を伴う作業を行うときは、別紙１「専用柱

標準図」を参考に安全率の考慮の上、作業実施すること。 

（３）作業実施の際、必要に応じて送電会社等との協議を行い、その指示に基づいて業務

を実施すること。 

 

６ 作業仕様 

（１）類型化した履行区分ごとの作業内容は別表（契約単価）に示すとおりとする。 

（２）前項に記載した作業内容のほか、一般社団法人日本電気協会発行の内線規程・配電

規程を遵守すること。 

（３）使用する器具構造等は、別紙２「器具構造等仕様書」に基づくこと。 

（４）本仕様書に定めがない事項は、危機管理課と協議するものとする。 

 

７ 作業手順 

（１）作業計画の協議（履行区分の合意） 

住民等からの依頼に基づき、発注者が作業内容（履行区分）を選択して受注者に協

議する。受注者は、発注者の協議内容に対して専門的見地等からの疑義があるときは、

協議内容について修正等を求めることができる。協議は、別紙３「作業内容個別協議

書」（参考様式）による。この協議への承諾をもって作業の指示とする。協議及び承諾



の方法（ファクシミリ等）の詳細は別途協議により定める。 

（２）送電会社（中国電力）への関係手続き 

送電会社に対して必要となる手続きは受注者において行う。この手続きに要する経

費の一切は受注者の負担とする。 

（３）道路管理者への関係手続き 

道路管理者に対して必要となる手続きは、発注者において行う。 

（４）作業の実施 

協議承諾を経た指示内容に基づき、受注者において作業を実施する。なお、作業完

了の期限は次のとおりとする。ただし、受注者の責めに帰すべき事由によらない他の

理由によるときはこの限りではない。また、発注者が指示しない作業内容を受注者の

判断により実施しないこと。 

① 木柱の撤去及び鋼管柱の新設を伴わないＬＥＤタイプの防犯灯器具交換 

  作業の指示日の翌日から起算して４日以内 

② 木柱の撤去及び鋼管柱の新設を伴う修繕 

  作業の指示日の翌日から起算して３０日以内 

③ その他 

  作業の難易度等を考慮のうえその都度指示する。 

  ※作業期限の日数には、東広島市の休日を定める条例に規定する市の休日を含まな

いものとする。ただし、土曜日は含む。 

（５）作業完了時等の報告 

  ①口頭による報告 

    発注者の指示に基づく修繕作業が完了したときは、当該完了後直ちに口頭によ

り報告しなければならない。また、作業により送電会社（中国電力）の契約番号

等に変更が生じたときは、当該変更についても同様とする。 

②書類による報告 

ひと月分の事案（当該月に完了したもの）をまとめ、翌月１０日まで（最終月

分は３月２９日まで）に修繕完了報告書として発注者に提出するものとする。修

繕完了報告書の様式は契約締結後協議により定めるものとし、当該報告書には事

案ごとの協議書の写しと作業写真（作業前・作業中・作業後）を添付するものと

する。なお、作業写真についてはデジタルデータでの提出も必須とする。また、

①により口頭で報告した内容（契約番号の変更等）も書類による報告に含めるこ

と。 

③随時の報告要求 

発注者が必要と認めるときは、受注者に対して修繕業務の処理状況について調

査又は報告を求めることができる。 

（６）完了報告に基づく検査 

発注者は、受注者から提出された月次の完了報告（前項の②）に基づき作業の完了



検査を行う。この場合において、発注者の指示に基づく作業が不十分である等の理由

により検査に不合格となったときは、受注者の負担と責任により作業の修補を行い、

改めて完了報告を行うものとする。また、検査には必要に応じて受注者の責任者の立

会いを求めることがあるので応じること。 

 

８ 契約代金の支払い等 

（１）部分払い 

①本修繕は、部分払金を次のとおり請求できるものとする。 

履行区分 支払金額 支払種別 

４月から２月までの各

月履行分 

別表（契約単価）に示す履行区分
ごとの単価に履行数量を乗じて計
算した金額を請求できるものと
し、その計算方法は下記のア又は
イのとおりとする。 
なお、発注者が指示していない作
業内容は支払の対象としない。 

部分払（部分引渡し） 

３月履行分 完了払 

ア 消費税及び地方消費税に係る課税事業者の場合 

別表に示す履行区分ごとの単価に、それぞれの履行数量を乗じて計算した額を合

計した額に、当該合計額の１００分の８に相当する額（その額に円単位未満の端数

があるときは、その端数を切り捨てた額）を加算して計算した額。なお、計算過程

における履行名称ごとの合計金額に円単位未満の端数があるときは、その端数を切

り捨てるものとする。 

イ 消費税及び地方消費税に係る免税事業者の場合 

別表に示す履行区分ごとの単価に、それぞれの履行数量を乗じて計算した額を合

計した額。なお、計算過程における履行名称ごとの合計金額に円単位未満の端数が

あるときは、その端数を切り捨てるものとする。 

②部分払金を請求しようとするときは、当該履行区分の履行報告を行っていなければな

らない。 

（２）発注限度額と予定数量等について 

本契約は履行区分ごとの単価にそれぞれの発注予定数量を乗じて上記ア又はイによ

り計算した額を発注限度額とする単価契約とする。発注予定数量には変動があるが、

２割以上の減となった場合は発注者と受注者が協議の上、必要があると認めるときは

変更契約の締結を行うものとする。 

 

９ その他 

（１）器具の見えやすい箇所に、容易に消えない方法で次の事項を表示すること。 

   型式、定格入力電圧、入力電流、消費電力、定格周波数、製造年月日、製造者名、 

ＰＳＥマーク 

（２）受注者は特許権、実用新案権、意匠権、商標権その他日本国の法令の規定により保 



護される第三者の権利を侵害しない製品を使用するものとし、製品の使用に関する一

切の責任を負うものとする。 

（３）仕様に適合することを証明する資料を提出すること。また、ＬＥＤチップの試験デ 

ータの確認は書類にて行えるようにすること。 



別表（契約単価）

番号 項目 修繕内容 備考

1 LED防犯灯器具交換 LED器具からLED器具交換 70 台

2 LED防犯灯器具交換 蛍光灯からLED器具交換 10 台

3 LED防犯灯器具交換 水銀灯（40W）からＬＥＤ器具交換
1,水銀灯撤去費含む
2,中電申請費含む

2 台

4 LED防犯灯器具交換 水銀灯（100W）からＬＥＤ器具交換
1,水銀灯撤去費含む
2,中電申請費含む

2 台

5 LED防犯灯器具交換 水銀灯（200W）からＬＥＤ器具交換
1,水銀灯撤去費含む
2,中電申請費含む

2 台

6 LED防犯灯器具交換 水銀灯（300W）からＬＥＤ器具交換
1,水銀灯撤去費含む
2,中電申請費含む

2 台

7 LED防犯灯器具交換 水銀灯（400W）からＬＥＤ器具交換
1,水銀灯撤去費含む
2,中電申請費含む

2 台

8 木柱撤去 木柱（GLから７m以上）の撤去 木柱撤去、処分費含む 4 式

9 木柱撤去 木柱（GLから７m以下）の撤去 木柱撤去、処分費含む 30 式

10 防犯灯移設
木柱から鋼管柱鋼管柱L6.3ｍ×φ87.9
　　　　　　　　　　（DDGS263M同等品）

1.鋼管柱（腐食テープ含む）
2.中電申請費含む
3.引留めフック及び先端キャップ等の付属品含む
4.コンクリート含む

25 式

11 防犯灯移設
木柱から鋼管柱鋼管柱L7.0ｍ×φ114.3
　　　　　　　　　　（NAポールSH-7同等品）

1.鋼管柱（腐食テープ含む）
2.中電申請費含む
3.引留めフック及び先端キャップ等の付属品含む
4.コンクリート含む

5 式

12 防犯灯移設
木柱から鋼管柱鋼管柱L8.0ｍ×φ114.3
　　　　　　　　　　（NAポールSH-8同等品）

1.鋼管柱（腐食テープ含む）
2.中電申請費含む
3.引留めフック及び先端キャップ等の付属品含む
4.コンクリート含む

2 式

13 防犯灯移設
木柱から鋼管柱鋼管柱L9.0ｍ×φ114.3
　　　　　　　　　　（NAポールSH-9同等品）

1.鋼管柱（腐食テープ含む）
2.中電申請費含む
3.引留めフック及び先端キャップ等の付属品含む
4.コンクリート含む

2 式

14 防犯灯移設 木柱から既設柱：中電柱
中電申請費含む

5 式

15 防犯灯移設 木柱から既設柱：ＮＴＴ柱 中電申請費含む 5 式

16 防犯灯移設 既設柱から既設柱：中電柱 中電申請費含む 5 式

17 防犯灯移設 既設柱から既設柱：ＮＴＴ柱 中電申請費含む 5 式

18 取付バンド交換 防犯灯の取付バンドの交換 35 式

19 支線工事 15 式

20 接地工事 土工事は除く 15 箇所

21 交通誘導員 15 人

22 トラッククレーン賃料 15 日

23 高所作業車 15 日

24 配線修繕 配線の修繕 不備の配線撤去、処分費並びに設置を含む 15 式

25 昇降点灯確認
現場確認時、球切れ等の修繕がなかった場合
の昇降点灯確認作業費

40 式

26
昇降点灯確認（電柱
ヒューズ切れ）

現場確認時、ヒューズ切れがあった際の修繕業
務

10 式

27 プレート取付 防犯灯プレートの取付 危機管理課よりプレート、取付バンド支給 10 式

28 プレート取付 防犯灯プレートの取付 危機管理課よりプレート支給なし（再利用） 10 式

単位単価（円）

履行区分
発注

予定数量
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器具構造等仕様書 

 

１ 器具構造 

（1）ＬＥＤ防犯灯の製品は 3年以上、光源は 10年以上の耐用年数を有するものとする。 

また、製品の保証期間は設置後 3年、光源であるＬＥＤチップの保証期間は設置後 10

年とし、保証期間内に不具合が発生した場合、その原因を調査し取り替えること。 

（2）屋外環境での使用に耐え得る構造であること。特に結露対策をしていること。 

（3）器具本体は、アルミダイカスト製又は、耐候性樹脂製等の堅牢な構造であること。 

（4）従来の器具に直管蛍光ランプ形ＬＥＤ等を取り付けたものは適合外とする。 

（5）補修用性能部品の最低保有期間は、製造打ち切り後、最低 6年間保有すること。 

※(社)日本照明器具工業会ガイド 123-2001による。 

（6）器具は通常の使用状態において、電気的接触不良、ＬＥＤモジュール及び制御装置脱

落など各部のゆるみ、破損を生じないものとする。 

（7）風速 60m/sに耐える構造であること。 

（8）電気用品安全法に定める基準に適合すること。 

２ 性能 

（1）ランプ：ＬＥＤ 

（2）寿命：ＬＥＤ光源及び電源装置の寿命は、器具周辺温度 30℃の条件で 40,000時間 

      以上（光束維持率 70％以上）とする。 

（3）光束：500ルーメン以上 

（4）光源：色のばらつき及び発光ちらつきがないこと。 

（5）上方光束比：器具水平状態において 5％以下 

（6）固有エネルギー消費効率：50ルーメン/Ｗ以上 

（7）防犯照明推奨基準 

・クラスＢ＋(プラス)器具設置間隔を 14m以上かつクラスＢ＋(プラス)鉛直面照度基準

に従い、歩道両側から 0.5m内側においても最小値 0.5(lx)を満たす。 

  ・設置条件：幅員 5m、高さ 4.5m 

    ・平均水平面照度：3(lx)以上かつ直面照度の最小値：0.5(lx)以上 

   ※(公社)日本防犯設備協会が示す防犯灯の照度基準 ＳＥＳ Ｅ1901 

    ・平均演色評価数 Ｒａ65以上とする。 

（8）自動点滅器：光センサー内蔵型又は電子式内蔵型 

（9）雷サージ対策：電源線と箱体との間に 4kVのサージ電圧を印加しても故障がなく、再

使用が可能であること。  

（10）電圧：AC100V±6％ 

（11）消費電力：10W未満 

３ 電気料金区分 

公衆街路灯Ａ契約における入力容量が 10VA以下となるもの 

 



作業内容個別協議書 

（平成３０年度東広島市防犯灯修繕） 

次のとおり作業案件の協議をします。 

協 議 日 平成  年  月  日  

適用単価 ○○円（別表単価表による。） 

（作業内容）  添付図      

１ 防犯灯番号：   －      

場 所：                               

修 繕 内 容：                               

（項目番号） □1 □2 □3 □4 □5 □6 □7 □8 □9 □10□11□12□13□14□15□16□17□18□19□20□21□22□23□24□25□26□27□28  

２ 防犯灯番号：   －      

場 所：                               

修 繕 内 容：                               

（項目番号） □1 □2 □3 □4 □5 □6 □7 □8 □9 □10□11□12□13□14□15□16□17□18□19□20□21□22□23□24□25□26□27□28  

３ 防犯灯番号：   －      

場 所：                               

修 繕 内 容：                               

（項目番号） □1 □2 □3 □4 □5 □6 □7 □8 □9 □10□11□12□13□14□15□16□17□18□19□20□21□22□23□24□25□26□27□28  

４ 防犯灯番号：   －      

場 所：                               

修 繕 内 容：                               

（項目番号） □1 □2 □3 □4 □5 □6 □7 □8 □9 □10□11□12□13□14□15□16□17□18□19□20□21□22□23□24□25□26□27□28  

５ 防犯灯番号：   －      

場 所：                               

修 繕 内 容：                               

（項目番号） □1 □2 □3 □4 □5 □6 □7 □8 □9 □10□11□12□13□14□15□16□17□18□19□20□21□22□23□24□25□26□27□28  
 

処 

理 

・ 

回 

答 

 

受

注

者 

上記について  

□承諾しました。 

□作業計画・適用単価の見直しを提案します。 

平成  年  月  日 

見直し内容 

 

 

 

部 長 課 長 係 長 担当職員 

 

委 託 業 務 

実 施 責 任 者 
担 当 者 

― ― 
    

 

協議番号 〇月 Ｎｏ.□（その１） 

別紙３ 


